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２　　法　　　　　　人　　　　　　都 　

法　　　　　　　　　　　　　　人 　　　　

現　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　度 　　　　

調  定  額 ①

事 業 年 度 数 税　    額 ② 税　    額 ③

人 千円 千円

   582 469    574 322   562 659 446   185 504 925

   552 712    553 952   552 164 619   185 433 324

   478 309    479 238   144 812 549   43 154 744

   74 403    74 714   407 352 070   142 278 580

本 都 本 店 分    43 969    44 140   360 888 087   123 454 916

他 府 県 本 店 分    30 434    30 574   46 463 983   18 823 664

   3 409    3 410   6 483 724

   16 707    8 464   3 588 302

   1 538    1 535    128 869

   8 103    6 961    293 933

（備考）1 「納税義務者数」は、当該年度中に確定したもの及び決定したものの合計数による。ただし、当該年度中の事業年度数が２以上の法人においては、　　

　　　　2 「事業年度数」は、１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらずそれぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定法人税割額」欄の事業年度数につ 　

３　　法　　　　　　人　　　　　　事 　　

(1)　調　　　　　　　　　　　　

現　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　　　　度　　　　　　　　　　　　　

事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ① 事　業　年　度　数 税　　　　　　額 ②

本 都 本 店 分

他 府 県 本 店 分

（備考）1 「事業年度数」は、１年、６ヶ月等の事業年度区分にかかわらずそれぞれ事業年度ごとに１件として計上し､｢確定事業税額」欄の事業年度数につい 　

　　 　 2 「外形対象法人分」は、平成16年４月１日以降に開始する事業年度分より資本金１億円超の法人（所得課税法人に限る）を対象に導入された、外形 　

区　　　　　　分

均 等 割 額

納　　　税

義　務　者　数

確 定 法 人 税 割 額
確定法人税割額に対応する

前年度分の中間申告額    

事 業 年 度 数

千円

総 計   80 038 086    67 088

普 通 法 人   77 929 570    66 000

都 内 法 人   42 788 766    41 583

分 割 法 人   35 140 804    24 417

  24 813 005    14 183

  10 327 799    10 234

特 別 法 人    928 726 -              -                

公 益 法 人 等    707 352 -              -                

人 格 な き 社 団 等    91 674 -              -                

清 算 法 人    380 764    1 088    71 601

区　　　　　　分 確　　定　　事　　業　　税　　額
確 定 事 業 税 額 に 対 応 す る

前 年 度 分 の 中 間 申 告 額   

千円 千円

総 計    574 365   510 294 256    67 088   167 180 853

所 得 課 税 分    555 189   144 569 167    54 221   35 674 489

普 通 法 人    529 892   134 107 713    52 114   35 556 491

都 内 法 人    467 983   79 556 207    37 242   20 209 979

分 割 法 人    61 909   54 551 506    14 872   15 346 512

   36 669   41 586 065    8 720   11 956 308

   25 240   12 965 441    6 152   3 390 204

特 別 法 人    8 503   5 690 623    1 068    2 155

公 益 法 人 等    8 464   4 439 110 -                       -                        

人 格 な き 社 団 等    1 535    117 748 -                       -                        

清 算 法 人    6 795    213 973    1 039    115 843

収 入 金 額 課 税 分    1 404   22 495 409     209   11 910 936

外 形 対 象 法 人 分    17 772   343 229 680    12 658   119 595 428

所 得 割 分    17 772   168 704 905    12 658   76 251 207

付 加 価 値 割 分 -                         103 502 238 -                         25 189 619

資 本 割 分 -                         71 022 537 -                         18 154 602

（外形対象法人分を除く）（外形対象法人分を除く）（外形対象法人分を除く）（外形対象法人分を除く）
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　　　　民　　　　　　税（平成22年度）

　　　　　　　　　税　　　　　　　　　　　　　　割　　　　　　　　　　　　　　額

　　　　　相　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　分 過年度相当分 合 計 調 定 額

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 調   定   額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ②－③＋④＋⑤ 調   定   額 ⑥   ＋   ⑦ ① ＋ ⑧

事 業 年 度 数 税    　額 ④   　        ⑤   　        ⑥  　          ⑦            ⑧

千円 千円 千円 千円 千円 千円

   61 374   688 073 783

   60 383   675 323 511

   36 988   201 305 443

   23 395   474 018 068

   13 621   414 807 383

   9 774   59 210 685

-                 7 436 800

-                 4 369 538

-                  318 623

    991    625 311

１納税義務者としている。

いては、納付すべき税額のないものも含め計上している。

　　　業　　　　　　税（平成22年度）　　　

定　　　　　　　　　　　　額

相　　　　　　　　　　　　　　　当　　　　　　　　　　　　　分 過 年 度 相 当 分

確 定 申 告 が 翌 年 度 中間納付額の 差 引 調 定 額 合  計  調  定  額

に な る 中 間 申 告 額 歳出還付額 ①－②＋③＋④ 調　　定　　額 ⑤     ＋     ⑥

事 業 年 度 数 税　       額 ③                ④　                ⑤　                ⑥　

千円 千円 千円 千円 千円

  560 097 077

  162 824 598

        

  151 844 713

  91 505 978

  60 338 735

  46 010 651

  14 328 084

  6 023 950

  4 610 947

   213 658

   131 330

  22 626 535

  374 645 944

  169 747 289

  121 065 106

  83 833 549

ては、納付すべき税額のないものも含め計上している。

標準課税の対象となった法人分である。

  586 238 226   21 797 471   608 035 697  185 590 281   23 493 424

  23 479 650   575 793 119   21 600 822   597 393 941

  43 059 442   8 206 529   152 923 777   5 592 900   158 516 677

  185 582 175

  142 522 732   15 273 120   422 869 342   16 007 922   438 877 264

  125 932 092   11 800 381   375 165 644   14 828 734   389 994 378

  16 590 640   3 472 739   47 703 698   1 179 188   48 882 886

-               -                 6 483 724    24 349   6 508 074

-               -                 3 588 302    73 884   3 662 186

-               -                  128 869    98 081    226 949

    335    244 547   8 106    13 774    244 212

  537 195 554   22 901 523   60 368   180 983 306   13 098 845

  151 704 759   11 119 839   48 051   36 518 461   6 291 620

   47 089   36 508 101   6 268 083   141 327 406   10 517 307

   32 821   20 546 931   3 931 351   83 824 510   7 681 468

   14 268   15 961 170   2 336 732   57 502 896   2 835 839

   8 433   12 280 099   1 863 411   43 773 267   2 237 384

   5 835   3 681 071    473 321   13 729 629    598 455

    32    1 352     575   5 690 395    333 555

-                  -                  -                    4 439 110    171 837

-                  -                  -                     117 748    95 910

    930    9 008    22 962    130 100  1 230

    209   11 688 225    344 761   22 617 459    9 076

   12 108   132 776 620   6 462 464   362 873 336   11 772 608

   12 108   60 927 796   5 749 251   159 130 745   10 616 544

-                    41 373 997    429 933   120 116 549    948 557

-                    30 474 827    283 280   83 626 042    207 507
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